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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の加速度を目標加速度に制御する加速度制御を行う加速度制御装置であって、
　前記目標加速度を演算する目標加速度演算手段と、
　車両の加速度を前記目標加速度演算手段により演算された目標加速度まで変化させる過
程での暫定的な目標加速度を、その変化率が目標制限値に制限されるように設定する暫定
加速度設定手段と、
　前記暫定加速度設定手段により設定された暫定的な目標加速度を実現するための制御用
駆動力を演算する駆動力演算手段と、
　を備え、
　前記暫定加速度設定手段は、前記暫定的な目標加速度の初期値を車両の走行状態に応じ
た規則で設定すること
　を特徴とする加速度制御装置。
【請求項２】
　運転者の要求する要求加速度を推定する要求加速度推定手段を備え、
　前記暫定加速度設定手段は、前記暫定的な目標加速度の初期値を、前記加速度制御が開
始された時点での車両の加速度と前記要求加速度推定手段により推定される要求加速度と
に応じた規則で設定すること
　を特徴とする請求項１に記載の加速度制御装置。
【請求項３】
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　前記暫定加速度設定手段は、前記加速度制御が開始された時点での車両の加速度と前記
要求加速度とのうち、前記目標加速度演算手段により演算された目標加速度との差が小さ
い方を、前記暫定的な目標加速度の初期値として設定すること
　を特徴とする請求項２に記載の加速度制御装置。
【請求項４】
　車両が停止状態から発進したことを検出する発進検出手段を備え、
　前記暫定加速度設定手段は、前記発進検出手段により車両の発進が検出された場合に、
前記暫定的な目標加速度の初期値を０に設定すること
　を特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の加速度制御装置。
【請求項５】
　車両の加速度を目標加速度に制御する加速度制御を行う加速度制御装置としてコンピュ
ータを機能させるための加速度制御プログラムであって、
　車両の加速度を前記目標加速度まで変化させる過程での暫定的な目標加速度を、その変
化率が目標制限値に制限されるように設定する暫定加速度設定手段と、
　前記暫定加速度設定手段により設定された暫定的な目標加速度を実現するための制御用
駆動力を演算する駆動力演算手段としてコンピュータを機能させ、
　前記暫定加速度設定手段は、前記暫定的な目標加速度の初期値を車両の走行状態に応じ
た規則で設定すること
　を特徴とする加速度制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の加速度を目標加速度に制御する加速度制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の速度を車間情報によって適切な速度へ自動的に調整する制御（ＡＣＣ：ア
ダプティブ・クルーズ・コントロール）や、カーブ進入前にカーブを走行するための適切
な速度まで減速する制御などが知られている（特許文献１，２参照）。
【０００３】
　またＦｒａｕｎｈｏｆｅｒ　ＩＳＳＴ　ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ＣＯＭＰＡＲＣ（Ｂｅｒｌ
ｉｎ，Ｍａｙ　２９ｔｈ，２００８）において、先行車の情報などから目標速度を決定し
てその目標速度を実現するための目標加速度を決定する速度制御部と、その目標加速度を
実現するための駆動力を決定する加速度制御部とを、別々の機能として構成する技術が提
案されている。この技術によれば、車両ごとのアクチュエータの特性に依存しない速度制
御部の開発が可能となり、結果として加速度制御装置全体の開発効率を向上させることが
できるというメリットがある。
【０００４】
　また、これに類似する構造を持った加速度制御装置として、速度制御部が演算した目標
加速度へ、安全にかつ快適に車両の加速度を制御する装置も開示されている（特許文献３
参照）。
【特許文献１】特開２０００－１０８７２１号公報
【特許文献２】特開２００８－３０６７７号公報
【特許文献３】特表２００６－５０６２７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献３に記載の構成では、加速度の急変を防ぐために、加速度の変化量であるジャ
ークを制限する手段を設けている。これは、速度制御部における目標加速度の制御周期（
演算周期）が何らかの理由により遅いものであっても、加速度制御部が速い制御周期であ
れば、滑らかに車両の加速度を制御できるというメリットがある。しかしながら、車両の
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走行状態によっては、ジャーク制限による加速度制御の遅れが顕著となり、運転者に不快
感を与えることがあった。
【０００６】
　本発明は、こうした問題にかんがみてなされたものであり、車両の走行状態に応じて生
じ得る加速度制御の遅れを抑制する加速度制御装置及び加速度制御プログラムを提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の請求項１に記載の加速度制御装置は、車両
の加速度を目標加速度に制御する加速度制御を行うものである。
【０００８】
　本発明の加速度制御装置では、目標加速度演算手段が目標加速度を演算し、暫定加速度
設定手段が、車両の加速度を目標加速度演算手段により演算された目標加速度まで変化さ
せる過程での暫定的な目標加速度を、その変化率が目標制限値に制限されるように設定す
る。そして、駆動力演算手段が、暫定加速度設定手段により設定された暫定的な目標加速
度を実現するための制御用駆動力を演算する。
【０００９】
　特に、本発明の加速度制御装置は、暫定加速度設定手段が、暫定的な目標加速度の初期
値を車両の走行状態に応じた規則で設定することを特徴としている。
【００１０】
　このような加速度制御装置によれば、車両の走行状態に応じて生じ得る加速度制御の遅
れを抑制することが可能となる。
【００１１】
　ここで、車両の走行状態に応じた規則としては、具体的には、例えば請求項２や請求項
４に記載のものが挙げられる。
【００１２】
　すなわち、請求項２に記載の加速度制御装置では、要求加速度推定手段が、運転者の要
求する要求加速度を推定する。そして、暫定加速度設定手段は、暫定的な目標加速度の初
期値を、加速度制御が開始された時点での車両の加速度と要求加速度推定手段により推定
される要求加速度とに応じた規則で設定する。
【００１３】
　より具体的には、例えば請求項３に記載のように、暫定加速度設定手段は、加速度制御
が開始された時点での車両の加速度と要求加速度とのうち、目標加速度演算手段により演
算された目標加速度との差が小さい方を、暫定的な目標加速度の初期値として設定する。
【００１４】
　このような加速度制御装置によれば、特定の走行状態で加速度制御が開始された場合に
生じる加速度制御の遅れを抑制することができる。
【００１５】
　例えば、減速操作を終えた直後は車両の加速度が要求加速度を下回った（減速側に大き
い）状態となるが、このような状態で、要求加速度を上回る目標加速度で加速度制御が開
始された場合を考える。
【００１６】
　前述した特許文献２に記載の構成では、加速度制御開始時点での車両の加速度を基準と
してジャーク制限が行われる。このため、加速度制御を開始しなければ車両の加速度が要
求加速度まで迅速に上昇するはずが、加速度制御開始に伴うジャーク制限により加速度の
上昇に時間がかかることになる。このようなジャーク制限は、車両の加速度が要求加速度
まで上昇することを遅らせることになり、運転者の意図しないものとなる。
【００１７】
　これに対し、本発明の加速度制御装置では、加速度制御が開始された時点での車両の加
速度と要求加速度とのうち目標加速度との差が小さい方を暫定的な目標加速度の初期値と
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して設定する。このため、この例では、要求加速度が初期値として設定されることとなり
、車両の加速度が要求加速度まで迅速に上昇することの妨げにならない。
【００１８】
　また、これとは逆の例として、加速操作を終えた直後は車両の加速度が要求加速度を上
回った（加速側に大きい）状態となるが、このような状態で、要求加速度を下回る目標加
速度で加速度制御が開始された場合を考える。
【００１９】
　前述した特許文献２に記載の構成では、加速度制御開始時点での車両の加速度を基準と
してジャーク制限が行われる。このため、加速度制御を開始しなければ車両の加速度が要
求加速度まで迅速に下降するはずが、加速度制御開始に伴うジャーク制限により加速度の
下降に時間がかかることになる。このようなジャーク制限は、車両の加速度が要求加速度
まで下降することを遅らせることになり、運転者の意図しないものとなる。
【００２０】
　これに対し、本発明の加速度制御装置では、加速度制御が開始された時点での車両の加
速度と要求加速度とのうち目標加速度との差が小さい方を暫定的な目標加速度の初期値と
して設定する。このため、この例でも、要求加速度が初期値として設定されることとなり
、車両の加速度が要求加速度まで迅速に下降することの妨げにならない。
【００２１】
　一方、請求項４に記載の加速度制御装置では、発進検出手段が、車両が停止状態から発
進したことを検出する。そして、暫定加速度設定手段は、発進検出手段により車両の発進
が検出された場合に、暫定的な目標加速度の初期値を０に設定する。
【００２２】
　このような加速度制御装置によれば、加速度制御中における車両の発進時に生じる加速
度制御の遅れを抑制することができる。
【００２３】
　すなわち、前述した特許文献２に記載の構成では、加速度制御中における停止状態で目
標加速度が０を下回っていると、発進時にその目標加速度を基準としてジャーク制限が行
われるため、目標加速度が０を上回るまでに時間がかかることになる。このようなジャー
ク制限は、迅速な発進を妨げることになり、運転者の意図しないものとなる。
【００２４】
　これに対し、本発明の加速度制御装置では、車両の発進が検出された場合に、暫定的な
目標加速度の初期値を０に設定する。このため、この例では、発進時に初期値が０に設定
されることとなり、迅速な発進の妨げにならない。
【００２５】
　なお、請求項５に記載の加速度制御プログラムによれば、請求項１に記載の加速度制御
装置としてコンピュータを機能させることができ、これにより前述した効果を得ることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。
【００２７】
　［１．全体構成］
　図１は、実施形態の加速度制御システムの概略構成を表すブロック図である。
【００２８】
　この加速度制御システムは、車両に搭載された状態で用いられるものであり、加速度制
御ＥＣＵ（ＥＣＵ：マイクロコンピュータを中心に構成された電子制御装置）１０を中心
にして構成される。具体的には、加速度制御ＥＣＵ１０には、Ｇセンサ２１、車輪速セン
サ２２、加速度制御スイッチ２３、アクセルペダル操作量センサ２４及びブレーキペダル
操作量センサ２５からの情報が入力される。
【００２９】
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　Ｇセンサ２１は、車両の前後方向の加速度を検出するためのものである。
【００３０】
　車輪速センサ２２は、車両の各車輪の回転速度を検出するためのものであり、その検出
値に基づき車速及び加速度が算出される。
【００３１】
　加速度制御スイッチ２３は、加速度制御の開始操作及び終了操作を運転者に行わせるた
めのものである。本実施形態では、加速度制御としてＡＣＣを実行可能であり、開始操作
としては、設定速度（最大速度）をその時点での車両の速度に設定するセット操作と、前
回の設定速度に再セットするレジューム操作とを行うことができる。
【００３２】
　アクセルペダル操作量センサ２４及びブレーキペダル操作量センサ２５は、運転者のア
クセル操作及びブレーキ操作の各操作量を検出するためのものである。
【００３３】
　そして、加速度制御ＥＣＵ１０は、各種入力情報に基づき、車両の加速度を目標加速度
に制御するための車軸トルクを演算して、エンジンＥＣＵ３０及びブレーキＥＣＵ４０へ
出力する。これにより、エンジンＥＣＵ３０及びブレーキＥＣＵ４０は、加速度制御ＥＣ
Ｕ１０から入力される車軸トルクで駆動力及び制動力を制御する。
【００３４】
　［２．処理の説明］
　次に、加速度制御ＥＣＵ１０で行われる処理の概要について説明する。
【００３５】
　図２は、加速度制御ＥＣＵ１０がアプリケーションプログラムを実行することにより実
現される構成を機能的に表した機能ブロック図である。
【００３６】
　同図に示すように、加速度制御ＥＣＵ１０は、速度制御部（ＡＣＣ）６０及び加速度制
御部（ＶＬＣ）７０として機能し、これらは別々の（独立した）アプリケーションプログ
ラムにより実現される。このように、速度制御部６０と加速度制御部７０とを独立させる
ことで、速度制御部６０を実現するためのアプリケーションプログラムを、車両ごとのア
クチュエータの特性を考慮することなく開発することが可能となる。
【００３７】
　また、必ずしも加速度制御部７０は速度制御部６０と同一ＥＣＵに実装されなければな
らないわけではなく、加速度制御部を単独のＥＣＵとして実装してもよいし、エンジンＥ
ＣＵ３０やブレーキＥＣＵ４０、あるいはその他ＥＣＵに実装されてもよい。
【００３８】
　速度制御部６０は、目標速度演算部６１と、目標加速度演算部６２と、目標ジャーク設
定部６３とを備えた構成として機能する。
【００３９】
　目標速度演算部６１は、車輪速センサ２２により検出される車両の速度（実車速）や先
行車情報などに基づき目標速度を所定の制御周期（演算周期）で演算し、演算した目標速
度を目標加速度演算部６２及び目標ジャーク設定部６３へ出力する。
【００４０】
　目標加速度演算部６２は、目標速度演算部６１で演算された目標速度に基づき、車両の
速度をその目標速度に制御するために必要な目標加速度を、目標速度演算部６１と同一の
制御周期で演算し、演算した目標加速度を加速度制御部７０へ出力する。
【００４１】
　目標ジャーク設定部６３は、目標速度演算部６１で演算された目標速度に基づき、目標
加速度の変化率の目標制限値である目標ジャークを設定し、設定した目標ジャークを加速
度制御部７０へ出力する。なお、目標ジャーク設定部６３は、目標ジャークとして加速度
増加側及び加速度減少側の２つの値を設定して加速度制御部７０へ出力する。
【００４２】
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　一方、加速度制御部７０は、ドライバ要求加速度演算部７１と、ジャーク制限部７２と
、制御トルク演算部７３と、制御トルク分配部７４とを備えた構成として機能する。
【００４３】
　ドライバ要求加速度演算部７１は、アクセルペダル操作量センサ２４及びブレーキペダ
ル操作量センサ２５により検出される運転者のアクセル操作及びブレーキ操作の各操作量
や、実車速や、走行抵抗などに基づき、運転者の要求する加速度（以下「ドライバ要求加
速度」という。）を演算（推定）する。そして、演算したドライバ要求加速度をジャーク
制限部７２へ出力する。なお、具体的な演算方法については後述する。
【００４４】
　ジャーク制限部７２は、速度制御部６０から出力された目標加速度及び目標ジャークと
、ドライバ要求加速度演算部７１で演算されたドライバ要求加速度とに基づき、現時点で
目標とすべき暫定的な目標加速度を所定の制御周期で設定する。なお、速度制御部６０か
ら出力された（目標加速度演算部６２により演算された）目標加速度と、ジャーク制限部
７２により設定される目標加速度とを区別するため、以下の説明では、前者を「ＡＣＣ要
求加速度」、後者を「ジャーク制限後要求加速度」と呼ぶことにする。
【００４５】
　具体的には、ジャーク制限後要求加速度とは、車両の加速度をＡＣＣ要求加速度まで変
化させる過程で暫定的に設定される目標加速度であり、その変化率が目標ジャークに制限
されるように設定される。つまり、ＡＣＣ要求加速度を到達目標値（最大値又は最小値）
としてジャーク制限後要求加速度が設定されることになる。
【００４６】
　また、ジャーク制限部７２の制御周期は、目標速度演算部６１及び目標加速度演算部６
２の制御周期よりも短い周期となっており、目標加速度演算部６２から出力された１つの
ＡＣＣ要求加速度に対し、ジャーク制限後要求加速度が複数回設定されることになる。そ
して、設定したジャーク制限後要求加速度を制御トルク演算部７３へ出力する。
【００４７】
　制御トルク演算部７３は、ジャーク制限部７２で設定されたジャーク制限後要求加速度
に基づき、そのジャーク制限後要求加速度を実現するための目標車軸トルクを演算する。
【００４８】
　制御トルク分配部７４は、制御トルク演算部７３で演算された目標車軸トルクを、駆動
トルク実現手段としてのエンジンＥＣＵ３０と、制動トルク実現手段としてのブレーキＥ
ＣＵ４０とに分配する。
【００４９】
　［３．ジャーク制限するメリット］
　ここで、ジャーク制限するメリットについて、図３を用いて説明する。
【００５０】
　例えば車両の応答特性が１次遅れの場合、速度制御部６０の制御周期（演算周期）が遅
いにもかかわらず目標加速度（ＡＣＣ要求加速度）のみでジャーク制限を行わずに制御す
ると、図３の上側のグラフに示すように、車両の加速度に段付感が出てしまう。
【００５１】
　これに対し、制限ジャークも同時に設定しておくと、速度制御部６０の制御周期が遅く
ても、加速度制御部７０は自身の制御周期ごとに目標加速度（ジャーク制限後要求加速度
）を細かく設定できるため、図３の下側のグラフに示すように、車両の加速度を滑らかに
制御することができる。
【００５２】
　つまり、速度制御部６０が、加速度制御部７０に対してＡＣＣ要求加速度に加え所望の
（走行状況等に応じた）目標ジャークを出力することで、速度制御部６０の制御周期を短
くすることなく滑らかな制御を実現することができる。
【００５３】
　［４．ドライバ要求加速度演算部］
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　次に、前述したドライバ要求加速度演算部７１で行われる具体的な処理内容について説
明する。
【００５４】
　ドライバ要求加速度演算部７１では、図４に示すように、アクセルペダル操作量センサ
２４により検出される運転者のアクセル操作量と、車両の実車速とに対応する駆動トルク
を、駆動トルクマップを参照することにより特定する。また、ブレーキペダル操作量セン
サ２５により検出される運転者のブレーキ操作量に対応する制動トルクを、制動トルクマ
ップを参照することにより特定する。
【００５５】
　なお、駆動トルクマップとは、アクセル操作量（横軸）と発生する駆動トルクの推定値
（縦軸）との対応関係が複数とおりの車速について記憶されたマップのことである。また
、制動トルクマップとは、ブレーキ操作量（横軸）と発生する制動トルクの推定値（縦軸
）との対応関係が記憶されたマップのことである。
【００５６】
　そして、ドライバ要求加速度演算部７１では、駆動トルクから制動トルクを差し引くこ
とにより、ドライバ要求車軸トルクＴｗdrvを算出する。その後、ドライバ要求加速度ａd

rvを次の式（１）から算出する。
【００５７】
【数１】

　なお、式（１）において、ｒはタイヤの半径［ｍ］、Ｍは車両の重量［ｋｇ］、ρは空
気密度［ｋｇ／ｍ3］、ＣＤは空気抵抗係数［－］、Ｓは車両の前面投影面積［ｍ2］、Ｖ
は車速［ｍ／ｓ］、μはころがり摩擦係数［－］、ｇは重力加速度［ｍ／ｓ2］である。
また、ａsはＧセンサ２１により検出される加速度（重力成分を含む加速度）［ｍ／ｓ2］
、ａwは車輪速センサ２２により検出される車輪速微分値（重力成分を含まない加速度）
［ｍ／ｓ2］である。
【００５８】
　つまり、式（１）において、「（ρ・ＣＤ・Ｓ・Ｖ2）／（２・Ｍ）」は、空気抵抗の
加速度換算に相当し、「μ・ｇ」は、ころがり抵抗の加速度換算に相当し、「ａs－ａw」
は、勾配抵抗の加速度換算に相当する。
【００５９】
　［５．加速度制御ＥＣＵが実行する処理］
　次に、加速度制御ＥＣＵ１０が行う具体的な処理手順について、図５～図７のフローチ
ャートを用いて説明する。
【００６０】
　まず、加速度制御ＥＣＵ１０が加速度制御の開始時に実行する開始時初期値設定処理に
ついて、図５のフローチャートを用いて説明する。
【００６１】
　加速度制御ＥＣＵ１０は、開始時初期値設定処理を開始すると、まずＳ１０１で、ドラ
イバ要求加速度ａdrvを算出する。なお、この処理は、前述したドライバ要求加速度演算
部７１の処理に相当する。
【００６２】
　続いて、Ｓ１０２では、ＡＣＣ要求加速度ａtgtとドライバ要求加速度（加速度制御開
始時のドライバ要求加速度）ａdrvとの差（｜ａtgt－ａdrv｜）が、ＡＣＣ要求加速度ａt

gtと車輪速センサ２２により検出される車両の加速度（加速度制御開始時の実加速度）ａ
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actとの差（｜ａtgt－ａact｜）よりも小さいか否かを判定する。
【００６３】
　そして、Ｓ１０２で、ＡＣＣ要求加速度ａtgtとドライバ要求加速度ａdrvとの差が、Ａ
ＣＣ要求加速度ａtgtと車輪速センサ２２により検出される車両の加速度（実加速度）ａa

ctとの差よりも小さい（｜ａtgt－ａdrv｜＜｜ａtgt－ａact｜）と判定した場合には、Ｓ
１０３へ移行する。そして、Ｓ１０３で、ジャーク制限後要求加速度の初期値ａinitを、
ドライバ要求加速度ａdrvの値に設定する。その後、本開始時初期値設定処理を終了する
。
【００６４】
　一方、Ｓ１０２で、ＡＣＣ要求加速度ａtgtとドライバ要求加速度ａdrvとの差が、ＡＣ
Ｃ要求加速度ａtgtと車輪速センサ２２により検出される車両の加速度（実加速度）ａact

との差よりも小さくない（｜ａtgt－ａdrv｜≧｜ａtgt－ａact｜）と判定した場合には、
Ｓ１０４へ移行する。そして、Ｓ１０４で、ジャーク制限後要求加速度の初期値ａinitを
、実加速度ａactの値に設定する。その後、本開始時初期値設定処理を終了する。
【００６５】
　つまり、開始時初期値設定処理では、加速度制御開始時のジャーク制限後要求加速度の
初期値ａinitを、ドライバ要求加速度ａdrv及び実加速度ａactのうち、ＡＣＣ要求加速度
ａtgtとの差が小さい方の値に設定する。
【００６６】
　次に、加速度制御ＥＣＵ１０が加速度制御中における停車時に実行する発進時初期値設
定処理について、図６のフローチャートを用いて説明する。
【００６７】
　加速度制御ＥＣＵ１０は、発進時初期値設定処理を開始すると、まずＳ２０１で、車両
の停車状態を保持する制御を実行する。例えば、ＡＣＣ要求加速度の値を負の値に保持す
ることで、ブレーキペダルが踏まれている状態と同様の車両状態に保持する。
【００６８】
　続いて、Ｓ２０２では、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが０よりも大きくなったか否かを判定
する。ここで、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが０よりも大きくなることは、先行車が発進する
ことなどにより、車両を停車すべき状況から発進すべき状況に変化したことを意味する。
【００６９】
　そして、Ｓ２０２で、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが０よりも大きくなっていないと判定し
た場合には、Ｓ２０１へ戻る。つまり、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが０以下となっている間
は、停止保持制御（Ｓ２０１）を継続する。
【００７０】
　一方、Ｓ２０２で、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが０よりも大きくなったと判定した場合に
は、Ｓ２０３へ移行し、ジャーク制限後要求加速度の初期値ａinitを０に設定する。その
後、本発進時初期値設定処理を終了する。
【００７１】
　つまり、発進時初期値設定処理では、加速度制御中における発進時のジャーク制限後要
求加速度の初期値ａinitを０に設定する。
【００７２】
　次に、加速度制御ＥＣＵ１０が、ジャーク制限後要求加速度を定期的に（一定の制御周
期で）算出するために、加速度制御の開始時に実行する制限加速度設定処理について、図
７のフローチャートを用いて説明する。
【００７３】
　加速度制御ＥＣＵ１０は、制限加速度設定処理を開始すると、まずＳ３０１で、加速度
制御開始時又は発進時であるか否かを判定する。
【００７４】
　そして、Ｓ３０１で、加速度制御開始時又は発進時であると判定した場合には、Ｓ３０
２へ移行し、ジャーク制限後要求加速度の初期値ａinitを取得する。なお、ここで取得さ



(9) JP 5113020 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

れるジャーク制限後要求加速度の初期値ａinitとは、加速度制御開始時は前述した開始時
初期値設定処理（図５）で設定された値であり、発進時は前述した発進時初期値設定処理
（図６）で設定された値である。
【００７５】
　続いて、Ｓ３０３では、Ｓ３０２で取得したジャーク制限後要求加速度の初期値ａinit

を、ジャーク制限後要求加速度ａtの前回周期演算値ａ’tの値に代入し、Ｓ３０４へ移行
する。すなわち、本制限加速度設定処理では、後述するように、今回周期のジャーク制限
後要求加速度ａtを、前回周期演算値ａ’tに基づき算出するようにしており、このＳ３０
３では、前回周期演算値が代入される変数ａ’tにジャーク制限後要求加速度の初期値ａi

nitの値を代入する。
【００７６】
　一方、Ｓ３０１で、加速度制御開始時又は発進時でないと判定した場合には、そのまま
Ｓ３０４へ移行する。
【００７７】
　Ｓ３０４では、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが前回周期演算値ａ’t以上であるか否かを判定
する。
【００７８】
　そして、Ｓ３０４で、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが前回周期演算値ａ’t以上であると判定
した場合には、Ｓ３０５へ移行し、今回周期のジャーク制限後要求加速度ａtを次の式（
２）から算出する。その後、Ｓ３０７へ移行する。
【００７９】
　ａt←ｍｉｎ（ａ’t＋Ｊmax＊ｔs，ａtgt）　…式（２）
　なお、式（２）において、Ｊmaxは加速度増加側の制限ジャーク（正の制限値）、ｔsは
ジャーク制限部７２の制御周期である。
【００８０】
　一方、Ｓ３０４で、ＡＣＣ要求加速度ａtgtが前回周期演算値ａ’t以上でないと判定し
た場合には、Ｓ３０６へ移行し、今回周期のジャーク制限後要求加速度ａtを次の式（３
）から算出する。その後、Ｓ３０７へ移行する。
【００８１】
　ａt←ｍａｘ（ａ’t＋Ｊmin＊ｔs，ａtgt）　…式（３）
　なお、式（３）において、Ｊminは加速度減少側の制限ジャーク（負の制限値）である
。
【００８２】
　続いて、Ｓ３０７では、加速度制御が終了したか否かを判定する。
【００８３】
　そして、Ｓ３０７で、加速度制御が終了していないと判定した場合には、Ｓ３０８へ移
行し、前回周期演算値ａ’tに今回周期のジャーク制限後要求加速度ａtの値を代入する。
その後、Ｓ３０１へ戻る。つまり、加速度制御中は、ジャーク制限後要求加速度ａtが周
期的に演算されることになる。なお、この演算は、所定の制御周期（前述したジャーク制
限部７２の制御周期）で行われる。
【００８４】
　一方、Ｓ３０７で、加速度制御が終了したと判定した場合には、本制限加速度設定処理
を終了する。
【００８５】
　［６．効果］
　以上説明したように、本実施形態の加速度制御システムによれば、次の（Ａ）及び（Ｂ
）の効果が得られる。
【００８６】
　（Ａ）加速度制御開始時点での実加速度及びドライバ要求加速度のうち、ＡＣＣ要求加
速度との差が小さい方を、ジャーク制限後要求加速度の初期値として設定するため、特定
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の走行状態で加速度制御が開始された場合に生じる加速度制御の遅れを抑制することがで
きる。
【００８７】
　例えば、図８の＜シーン１＞に示す例は、減速操作を終えた直後に（実加速度がドライ
バ要求加速度を下回った（減速側に大きい）状態で）、ドライバ要求加速度を上回るＡＣ
Ｃ要求加速度で加速度制御が開始されたケースである。
【００８８】
　具体的には、ＡＣＣによる追従走行中、先行車が急減速を行った場合、ＡＣＣでは減速
が足りないと運転者は自らブレーキを踏むことでより大きな減速を得ると同時に一般的に
はＡＣＣは中断される。その後、先行車が減速中にそのまま車線変更や右左折などで自車
前方から外れた場合に、運転者は即座に再加速するためにブレーキペダルを離すと同時に
レジューム操作をするなどしてＡＣＣを再開させることがある。
【００８９】
　このような場合、図９（ａ）に示すように、従来の（前述した特許文献２に記載の）制
御方法では、加速度制御（ＡＣＣ）開始時点での実加速度をジャーク制限後要求加速度の
初期値としてジャーク制限が行われる。このため、加速度制御を開始しなければ実加速度
がドライバ要求加速度まで迅速に上昇するはずが、加速度制御開始に伴うジャーク制限に
より上昇に時間がかかることになり、ＡＣＣ要求加速度は加速を要求しているにもかかわ
らす、時刻ｔ１から時刻ｔ２まで不要な減速を行ってしまう。このようなジャーク制限は
、実加速度がドライバ要求加速度まで上昇することを遅らせることになり、運転者の意図
しないものとなる。
【００９０】
　なお、図面において、トルクＴを縦軸とするグラフは、正の値が前進方向の駆動トルク
を意味し、負の値が前進方向の制動トルクを意味する。また、ＡＣＣ制御実行要求は、「
０」がＡＣＣの制御停止を意味し、「１」がＡＣＣの制御要求を意味する。
【００９１】
　これに対し、図９（ｂ）に示すように、本実施形態の加速度制御システムでは、加速度
制御が開始された時点での実加速度及びドライバ要求加速度のうち、ＡＣＣ要求加速度と
の差が小さい方をジャーク制限後要求加速度の初期値として設定する。このため、シーン
１のような状況では、ドライバ要求加速度が初期値として設定されることとなり、実加速
度がドライバ要求加速度まで迅速に上昇することの妨げにならない。
【００９２】
　また例えば、図８の＜シーン２＞に示す例は、加速操作を終えた直後に（実加速度がド
ライバ要求加速度を上回った（加速側に大きい）状態で）、ドライバ要求加速度を下回る
ＡＣＣ要求加速度で加速度制御が開始されたケースである。
【００９３】
　具体的には、運転者自らのアクセルペダル操作による加速中、隣接車線から他車が割り
込んできた際、アクセルペダルを離すと同時にＡＣＣをセットさせ、先行車への接近を避
けるための減速をＡＣＣによる制御に任せることがある。
【００９４】
　このような場合、図１０（ａ）に示すように、従来の（前述した特許文献２に記載の）
制御方法では、加速度制御開始時点での実加速度をジャーク制限後要求加速度の初期値と
してジャーク制限が行われる。このため、加速度制御を開始しなければ実加速度がドライ
バ要求加速度まで迅速に下降するはずが、加速度制御開始に伴うジャーク制限により下降
に時間がかかることになり、ＡＣＣ要求加速度は減速を要求しているにもかかわらす、時
刻ｔ１から時刻ｔ２まで不要な加速を行ってしまう。このようなジャーク制限は、実加速
度がドライバ要求加速度まで下降することを遅らせることになり、運転者の意図しないも
のとなる。
【００９５】
　これに対し、図１０（ｂ）に示すように、本実施形態の加速度制御システムでは、加速
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度制御が開始された時点での実加速度及びドライバ要求加速度のうち、ＡＣＣ要求加速度
との差が小さい方をジャーク制限後要求加速度の初期値として設定する。このため、シー
ン２のような状況でも、ドライバ要求加速度が初期値として設定されることとなり、実加
速度がドライバ要求加速度まで迅速に下降することの妨げにならない。
【００９６】
　なお、図１１（ａ）の＜シーン３＞に示す例は、減速操作を終えた直後に（実加速度が
ドライバ要求加速度を下回った（減速側に大きい）状態で）、実加速度を下回るＡＣＣ要
求加速度で加速度制御が開始されたケースである。
【００９７】
　具体的には、運転者のブレーキ操作によって減速して先行車に接近した後、追従走行を
開始するためブレーキペダルを離すと同時にＡＣＣをセットした際に、先行車が再度減速
したようなケースである。
【００９８】
　このようなケースでは、図１１（ｂ）に示すように、従来の（前述した特許文献２に記
載の）制御方法でも、本実施形態の加速度制御システムでも、加速度制御開始時点での実
加速度をジャーク制限後要求加速度の初期値としてジャーク制限が行われる。
【００９９】
　（Ｂ）加速度制御中に車両の発進が検出された場合に、ジャーク制限後要求加速度の初
期値を０に設定するため、加速度制御中における車両の発進時に生じる加速度制御の遅れ
を抑制することができる。
【０１００】
　具体的には、図１２（ａ）に示すように、加速度制御中、先行車の停止に伴い停止した
後、先行車の発進に伴い発進する場合である。
【０１０１】
　このような場合、図１２（ｂ）に示すように、従来の（前述した特許文献２に記載の）
制御方法では、加速度制御中における停止状態で減速要求によりＡＣＣ要求加速度が０を
下回っていると、発進時にそのＡＣＣ要求加速度を基準としてジャーク制限が行われる。
このため、ＡＣＣ要求加速度が０を上回るまでに時間がかかることになり、発進が遅れて
しまい、先行車との車間距離が著しく離れてしまうなど、運転者に不快感を与える。この
ようなジャーク制限は、迅速な発進を妨げることになり、運転者の意図しないものとなる
。
【０１０２】
　これに対し、図１２（ｃ）に示すように、本実施形態の加速度制御システムでは、車両
の発進が検出された場合（加速度制御部７０が車速が０の状態から加速要求（正のＡＣＣ
要求加速度）を受けた場合）に、ジャーク制限後要求加速度の初期値を０に設定する。こ
のため、発進時に初期値が０に設定されることとなり、迅速な発進の妨げにならず、スム
ーズな発進を可能とする。
【０１０３】
　［７．特許請求の範囲との対応］
　なお、本実施形態の加速度制御システムでは、目標加速度演算部６２が目標加速度演算
手段に相当し、ジャーク制限部７２（Ｓ１０２～Ｓ１０４，Ｓ２０３，Ｓ３０１～Ｓ３０
７の処理を実行する加速度制御ＥＣＵ１０）が暫定加速度設定手段に相当する。また、制
御トルク演算部７３が駆動力演算手段に相当し、ドライバ要求加速度演算部７１（Ｓ１０
１の処理を実行する加速度制御ＥＣＵ１０）が要求加速度推定手段に相当し、Ｓ２０２の
処理を実行する加速度制御ＥＣＵ１０が発進検出手段に相当する。
【０１０４】
　［８．他の形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるこ
となく、種々の形態を採り得ることは言うまでもない。
【０１０５】
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　例えば、上記実施形態では、加速度制御としてＡＣＣを実行する構成を例示したが、こ
れ以外の加速度制御（カーブ進入前にカーブを走行するための適切な速度まで減速する制
御など）を実行する構成にも本発明は適用可能である。
【０１０６】
　また、ジャーク制限後要求加速度の制御周期は目標速度演算部６１及び目標加速度演算
部６２の制御周期と同等であっても本発明は適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】実施形態の加速度制御システムの概略構成を表すブロック図である。
【図２】加速度制御ＥＣＵにより実現される構成を機能的に表した機能ブロック図である
。
【図３】ジャーク制限するメリットを説明するための説明図である。
【図４】ドライバ要求車軸トルクの演算方法を説明するための説明図である。
【図５】開始時初期値設定処理のフローチャートである。
【図６】発進時初期値設定処理のフローチャートである。
【図７】制限加速度設定処理のフローチャートである。
【図８】加速度制御の開始時に遅れが生じる特定の状態（シーン１及びシーン２）を説明
するための説明図である。
【図９】シーン１での効果を説明するための説明図である。
【図１０】シーン２での効果を説明するための説明図である。
【図１１】従来と同様の効果となる状態（シーン３）を説明するための説明図である。
【図１２】加速度制御中における発進時での効果を説明するための説明図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１０…加速度制御ＥＣＵ、２１…Ｇセンサ、２２…車輪速センサ、２３…加速度制御ス
イッチ、２４…アクセルペダル操作量センサ、２５…ブレーキペダル操作量センサ、３０
…エンジンＥＣＵ、４０…ブレーキＥＣＵ、６０…速度制御部、６１…目標速度演算部、
６２…目標加速度演算部、６３…目標ジャーク設定部、７０…加速度制御部、７１…ドラ
イバ要求加速度演算部、７２…ジャーク制限部、７３…制御トルク演算部、７４…制御ト
ルク分配部
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